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定款一部変更に関するお知らせ 
 
 

 当社は、2015 年 5 月 21 日開催の取締役会において、2015 年 6 月 23 日開催予定の第 96 期定

時株主総会に下記のとおり定款変更について付議することを決議いたしましたので、お知らせ

いたします。 
 

記 
 
１．変更の理由 

（1）取締役の経営責任をより明確にし、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を構

築するため、取締役の任期を２年から１年に変更するものであります。（変更案第 23

条） 

（2）当社は経営の監督と執行の分離を目的とし、2006 年より経営執行役制度を導入してお

りますが、今回、経営執行役の選任方法および役割等を明確にするため、経営執行役に

関する規定を新設するものであります。（変更案第 33 条） 

（3）最適な経営体制の機動的な構築を可能とするため、取締役だけでなく経営執行役から

社長を選出できるよう現行定款第 29 条（役付取締役）を変更し、併せて、現行定款第

16 条（招集者および議長）についても所要の変更を行うものであります。（変更案第 16

条、第 29 条） 

（4）2015 年 5 月 1 日施行の「会社法の一部を改正する法律」（平成 26 年法律第 90 号）に

おいて、責任限定契約を締結できる会社役員の範囲が変更されたため、現行定款第 32

条（取締役の責任免除）および第 43 条（監査役の責任免除）の規定を変更するもので

あります。なお、現行定款第 32 条の変更につきましては、監査役全員の同意を得てお

ります。（変更案第 32 条、第 44 条） 

 

２．定款変更の内容 

  変更の内容は別紙のとおりであります。 

 

３．日程 

  定款変更のための株主総会開催日   2015 年 6 月 23 日（火） 

  定款変更の効力発生日        2015 年 6 月 23 日（火） 

 
以 上 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



＜別 紙＞ 
（下線部分は変更箇所） 

現 行 定 款 変 更 案 
第３章 株 主 総 会 

 
（招集者および議長） 
第16条 ①株主総会は取締役社長がこれを

招集し、議長となる。 
  
  
  
  

   ②取締役社長に事故があるとき

は、取締役会であらかじめ定め

た順序により他の取締役が株主

総会を招集し、議長となる。 
 
 
 

第４章 取締役および取締役会 
 
（任 期） 
第23条 ①取締役の任期は、選任後２年以

内に終了する事業年度のうち最

終のものに関する定時株主総会

終結の時までとする。 
    ②補欠または増員として選任され

た取締役の任期は、他の現任取

締役の任期満了の時までとす

る。 
 
（役付取締役） 
第29条 取締役会はその決議をもって取

締役社長１名を置くほか、取締役

会長１名、取締役副社長、専務取

締役および常務取締役各若干名

を置くことができる。 
 
（取締役の責任免除） 
第32条 ①当会社は、会社法第426条第１

項の規定により、任務を怠った

ことによる取締役（取締役であ

った者を含む。）の損害賠償責任

を、法令の限度において、取締

役会の決議によって免除するこ

とができる。 
    ②当会社は、会社法第427条第１

項の規定により、社外取締役と

の間に、任務を怠ったことによ

る損害賠償責任を限定する契約

を締結することができる。ただ

し、当該契約に基づく責任の限

度額は、法令が規定する額とす

る。 

第３章 株 主 総 会 
 
（招集者および議長） 
第16条 ①株主総会は取締役会の決議に基

づき代表取締役がこれを招集す

る。代表取締役に事故があると

きは、取締役会であらかじめ定

めた順序により他の取締役が株

主総会を招集する。 
②株主総会の議長は、取締役会の

決議により、社長または会長が

これにあたる。議長となるべき

者に事故があるときは、取締役

会であらかじめ定めた順序によ

り他の取締役がこれにあたる。 
 

第４章 取締役および取締役会 
 
（任 期） 
第23条 取締役の任期は、選任後１年以内

に終了する事業年度のうち最終

のものに関する定時株主総会終

結の時までとする。 
（削除） 

 
 
 
 
（社長および会長） 
第29条 取締役会はその決議をもって取

締役または経営執行役から社長

１名を置くほか、取締役から会長

１名を置くことができる。 
１ 
１ 
（取締役の責任免除） 
第32条 ①（現行どおり） 
１ 
１ 
１ 
１ 
１ 
１ 

②当会社は、会社法第427条第１項

の規定により、取締役（業務執行

取締役等であるものを除く。）と

の間に、任務を怠ったことによる

損害賠償責任を限定する契約を

締結することができる。ただし、

当該契約に基づく責任の限度額

は、法令が規定する額とする。 



現 行 定 款 変 更 案 
（新設） 

１ 
１ 
１ 
１ 
１ 

第５章 監査役および監査役会 
１ 
第33条～第42条 （条文省略） 
１ 
（監査役の責任免除） 
第43条 ①当会社は、会社法第426条第１

項の規定により、任務を怠った

ことによる監査役（監査役であ

った者を含む。）の損害賠償責任

を、法令の限度において、取締

役会の決議によって免除するこ

とができる。 
    ②当会社は、会社法第427条第１

項の規定により、社外監査役と

の間に、任務を怠ったことによ

る損害賠償責任を限定する契約

を締結することができる。ただ

し、当該契約に基づく責任の限

度額は、法令が規定する額とす

る。 
１ 

第６章 計 算 
１ 

第44条～第47条 （条文省略） 
 

（経営執行役） 
第33条 当会社は、取締役会の決議によっ

て、経営執行役を定め、当会社の

業務を分担して執行させること

ができる。 
１ 

第５章 監査役および監査役会 
１ 
第34条～第43条 （現行どおり） 
１ 
（監査役の責任免除） 
第44条 ①（現行どおり） 
１ 
１ 
１ 
１ 
１ 
１ 
    ②当会社は、会社法第427条第１

項の規定により、監査役との間

に、任務を怠ったことによる損

害賠償責任を限定する契約を締

結することができる。ただし、

当該契約に基づく責任の限度額

は、法令が規定する額とする。 
１ 
１ 

第６章 計 算 
１ 

第45条～第48条 （現行どおり） 
 

 

 


